
自
己
の
所
有
す
る
土
地
・
家
屋
の
評
価
額
が
適

正
か
判
断
す
る
た
め
、
縦
覧
期
間
中
に
限
り
他

の
資
産
と
比
較
で
き
ま
す　

※
自
己
資
産
確
認

の
た
め
の
課
税
台
帳
閲
覧
は
年
間
通
し
て
可
能

□日
４
月
１
日
㈫
〜
30
日
㈬
（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）　

８
時
45
分
〜
17
時
15
分

□持
納
税
義
務
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き

る
も
の
（
運
転
免
許
証
な
ど
）　

※
代
理
人
の

場
合
は
、
こ
の
ほ
か
に
委
任
状
が
必
要

□詳
資
産
税
課　

（
84
）４
０
７
３

■
制
度
・
新
保
険
料
率
に
関
す
る
住
民
説
明
会

□日
４
月
10
日
㈭　

14
時
〜
16
時

□所
市
民
会
館　

小
ホ
ー
ル

□定
210
人　

直
接
会
場
へ　

※
公
共
交
通
機
関
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

■
運
営
協
議
会
委
員
を
募
集
し
て
い
ま
す

応
募
資
格
道
内
在
住
の
満
20
歳
以
上
の
方
（
た
だ

し
、
議
員
や
公
務
員
な
ど
を
除
く
）　

□定
５
人

消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
な
ど
の
法
律
に

よ
り
、
４
月
か
ら
消
費
税
率
（
地
方
消
費
税
率

含
む
）
が
引
き
上
げ
と
な
る
こ
と
に
伴
い
、
水

道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
は
４
月
１
日
以
後
の

使
用
で
６
月
１
日
以
後
の
定
例
検
針
分
か
ら
、

ま
た
水
道
利
用
加
入
金
は
４
月
１
日
以
後
の
給

水
装
置
新
設
工
事
な
ど
の
お
申
し
込
み
分
か
ら

消
費
税
率
が
８
％
と
な
り
ま
す
。
皆
様
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

□詳
上
下
水
道
部
営
業
課　

（
32
）６
６
７
９　

新
大
成
児
童
セ
ン
タ
ー
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
、
水
道
利

用
加
入
金
の
消
費
税
率
が
変
わ
り
ま
す

確
定
申
告
書
の
内
容
が

間
違
っ
て
い
た
と
き
は

４
月
20
日
〜
５
月
20
日
は
春
の
大
掃
除
月
間
で
す
。
４
月
20
日
㈰
は
『
ゼ
ロ
ご
み
の
日
』
市
内
一
斉
で
大
掃
除
を
実
施
し
ま
す
。
ご
協
力
く
だ
さ
い　
　

詳
細　

清
掃
事
業
課　

（
55
）４
０
７
７

暮　

ら　

し

新
し
く
生
ま
れ
変
わ
っ
た
大
成
児
童
セ
ン
タ
ー

を
記
念
し
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
を
開

催
し
ま
す

福　
　
　

祉

□日
４
月
１
日
㈫　

14
時
〜

新
セ
ン
タ
ー
の
特
徴
●
幼
児
専

用
ル
ー
ム
設
置
に
よ
る
乳

幼
児
の
終
日
利
用　

●
週

２
回
は
21
時
ま
で
開
館
時

間
延
長　

●
高
校
生
も
利

用
可

任
期
７
月
か
ら
２
年
間
（
年
３
〜
４
回
）

応
募
方
法
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
HP

（http://iryokouiki-hokkaido.jp

）
お

よ
び
市
高
齢
者
医
療
課
に
あ
る
応
募
要
領
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い

□申
４
月
30
日
㈬
ま
で

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

□詳
市
高
齢
者
医
療
課　

（
32
）６
４
１
４

□申
清
掃
事
業
課
、
環
境
生
活
課
、
樽
前
交
流
セ

ン
タ
ー
、
市
HP
の
補
助
金
交
付
申
込
書
（
要
押

印
、
予
約
申
込
書
）
に
連
絡
先
を
明
記
し
直
接

環
境
生
活
課
へ

□詳
清
掃
事
業
課　

（
55
）４
０
７
７

浄
化
槽
の
設
置
を
希
望
し
一
定
の
条
件
を
満
た

す
方
に
、
設
置
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

予
約
受
付
４
月
１
日
㈫
〜

□対
下
水
道
認
可
区
域
以
外
に
お
住
ま
い
で
新
た

に
浄
化
槽
を
設
置
さ
れ
る
方　

●
５
人
槽
＝

90
万
円　

●
７
人
槽
＝
110
万
円　

●
10
人
槽
＝

150
万
円　

※
補
助
金
を
受
け
ら
れ
る
方
で
、
排

水
設
備
、
水
洗
化
、
放
流
管
布
設
工
事
に
係
る

費
用
を
一
時
に
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
は

貸
付
金
制
度
も
利
用
可

□定
年
間
10
件
も
し
く
は
年
間
予
算
額
に
達
し
次

第
終
了　

申
し
込
み
順

浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
補
助
金
交
付
の
募
集

提
出
し
た
確
定
申
告
書
の
内
容
に
誤
り
が
あ
る

場
合
で
、
税
額
を
多
く
申
告
し
た
方
は
「
更
正

の
請
求
書
」
を
、
税
額
を
少
な
く
申
告
し
た
方

は
「
修
正
申
告
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

□詳
苫
小
牧
税
務
署　

（
32
）３
１
６
５　

市
市

民
税
課　

（
32
）６
２
５
３

■
国
民
年
金
保
険
料
の
改
正

４
月
〜
平
成
27
年
３
月
の
国
民
年
金
保
険
料
は

月
額
１
万
５
千
250
円
に
な
り
ま
す

■
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
が
で
き
る
対

象
期
間
が
拡
大
さ
れ
ま
す

４
月
か
ら
申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前
の
月
分

ま
で
申
請
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
失

業
な
ど
の
特
例
免
除
の
対
象
期
間
も
拡
大
さ
れ

ま
す
（
平
成
26
年
３
月
以
前
に
あ
っ
た
災
害
・

失
業
も
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
過
去
分
の
審
査

対
象
期
間
は
、
２
年
１
カ
月
前
ま
で
）　

※
必

要
書
類
な
ど
は
お
問
い
合
せ
下
さ
い

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

□詳
苫
小
牧
年
金
事
務
所　

（
36
）６
１
３
５　

市
国
保
課　

（
32
）６
４
２
９　

勇
払
出
張
所

（
56
）０
０
０
３　

の
ぞ
み
出
張
所　

(

67)

０
４
６
４

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

広　　告
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